
再処理工場における定型的保守作業 （Ｎｏ．２－Ａ－０２） 

 

 件   名 

 

 

せん断機・溶解槽保守セル内におけるクレーン損傷に伴う保守作業 

 

 事象の概要 

 

 

 

（１）対象場所：機器 前処理建屋（セル内）：クレーン 

 

 

（２）設備の概要 建屋内の設備の保守を行うために設置しているクレーン。 

 

 

（３）保守理由 2 基のクレーンを干渉させたこと等によるクレーン（ケーブルリール）の損傷。 

※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。 

 

 

 

 

（1） 両クレーンの運転を停止する。 

（2） 保守作業手順に従い直接保守にて、損傷したクレーン（ケーブルリール）を予備品と交換

する。 

(3) 作動確認を行い、点検､保修作業を再開する。 

     

 保守作業の概要 

 

 

 

□遠隔保守 □遠隔操作    □移動式遠隔操作    □運転操作 

■管理区域内保守 
■セル内作業        □ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ内作業  

□ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内作業  □その他管理区域内作業 ■直接保守 

□非管理区域内保守 

保守方式 

□遠隔保守＋直接保守 
 

保守作業の対象 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

燃料せん断片の
溶解

ガラス固化体

核分裂生成物
の分離

ｳﾗﾝとﾌﾟﾙﾄﾆ
ｳﾑの分離

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの精製

ｳﾗﾝの精製

製
品
貯
蔵

製
品
貯
蔵

使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
済
燃
料

・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

プーリーケースと  

ケーブルリールが干渉 


